
第
３
回�

木
造
住
宅
無
料
耐
震�
�

相
談
会
を
開
催
し
ま
す

　

市
で
は
、
平
成
12
年
５
月
31
日

以
前
に
建
築
さ
れ
た
木
造
住
宅
の

耐
震
化
を
推
進
す
る
た
め
、
木
造

２
階
以
下
の
一
戸
建
て
の
住
宅
の

所
有
者
・
居
住
者
を
対
象
に
、
耐

震
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

◆
日
時

　

９
月
27
日
㊎
13
時
～
17
時

　
（
１
組
50
分
程
度
）

◆
内
容

　

個
別
簡
易
耐
震
診
断

　
（
相
談
無
料
）

◆
場
所

　

市
役
所
８
階
８
０
１
会
議
室

◆
申
込
方
法

　

電
話
に
よ
る
事
前
予
約
制

　
（
先
着
４
組
）

◆
申
込
期
間

　

９
月
２
日
㊊
～
20
日
㊎

　
（
土
日
・
休
日
を
除
く
）

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は
、

建
築
課
（
８
階
）

☎
⒇
１
５
８
８
、6
⒇
１
６
０
６
へ
。

②
団
体
提
案
型　

ま
ち
づ
く
り
の

た
め
の
事
業

◆
補
助
団
体
数　
各
１
団
体（
予
定
）

◆
審
査　
書
類
審
査
お
よ
び
公
開

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
（
予
定
）

３
．�

地
域
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

補
助
金

◆
対
象
団
体　
認
定
地
域
ま
ち
づ

く
り
協
議
会

◆
補
助
事
業　
地
域
に
お
け
る
ま

ち
づ
く
り
の
た
め
の
事
業

◆
補
助
団
体
数　
３
団
体（
予
定
）

１
～
３
共
通

◆
実
施
要
件

　

営
利
・
宗
教
・
政
治
等
を
目
的

と
せ
ず
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か

ら
令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で
に
事

業
が
終
了
す
る
も
の

◆
補
助
金
額　
上
限
10
万
円

◆
提
出
書
類　
補
助
金
交
付
要
望

書
、
実
施
計
画
等

◆
申
込
方
法

　

所
定
の
申
込
用
紙
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
持
参
ま
た
は
郵
送

◆
提
出
期
限　
10
月
31
日
㊍
（
当

日
消
印
有
効
）

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は
、

生
活
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
５
、6
⒇
１
６
０
０
へ
。

警戒レベルを用いて避難勧告などを発令します
　平成30年７月豪雨（西日本豪雨）を教訓として、内閣府より「避難勧告等に関するガイドライン」
が改定され、洪水や土砂災害、河川の氾濫などの避難情報が出された際に、住民の皆さんが直感的に理
解しやすく適切な避難行動が可能となるよう、５段階の「警戒レベル」を用いて情報提供することとな
りました。

避難情報等 防災気象情報
警戒レベル 避難行動等 避難情報等 警戒レベル相当情報（例）

警戒レベル５
既に災害が発生している状況です。
命を守るための最善の行動をとりま
しょう。

災害発生情報
（市町村が発令）

警戒レベル５相当情報
氾濫発生情報
大雨特別警報　等

警戒レベル４
（全員避難）

速やかに避難先へ避難しましょう。
移動が危険な場合は、近くの安全な
場所や、自宅内の安全な場所へ避難
しましょう。

避難指示（緊急）
避難勧告
（市町村が発令）

警戒レベル４相当情報
氾濫危険情報
土砂災害警戒情報　等

警戒レベル３
（高齢者等は避難）

避難に時間を要する人（ご高齢の方、
障害のある方、乳幼児等）とその支
援者は避難しましょう。

避難準備・
高齢者等避難開始
（市町村が発令）

警戒レベル３相当情報
氾濫警戒情報
洪水警報　等

警戒レベル２
避難に備え、ハザードマップ等によ
り、自らの避難行動を確認しましょ
う。

洪水注意報
大雨注意報等
（気象庁が発表）

上記は、住民が自主的
に避難行動をとるため
に参考とする情報で
す。警戒レベル１ 災害への心構えを高めましょう。 早期注意情報

（気象庁が発表）
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